
                               松山市告示第３３８号 

                                令和５年１１月８日 

 

 

 

                            松山市長 野志 克仁 

 

 

 

令和５年度 松山市特定計量器定期検査の実施について（告示） 

 

 

   計量法（平成４年法律第５１号）第１９条及び第２１条の規定により、令和５年度 

松山市特定計量器定期検査を下記のとおり実施する。 

 

 

記 

 

１．特定計量器定期検査日程 

月日（曜日） 検査時間 検査場所 区域 

１２月１１日（月） 

１０：００～１２：００ 

１３：００～１５：００ 

北条市民会館 

（北条辻６番地） 

浅海地区 

粟井地区 

河野地区 

立岩地区 

難波地区 

北条地区 

正岡地区 

１２月１２日（火） 

  

 

 


